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及び
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通所介護

介護老人福祉施設

及び
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訪問看護

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

居宅療養管理指導

※保険医療機関・保
険薬局・介護老人保
健施設が行うもの

居宅介護支援

資料１ 平成２６年度集団指導資料【全サービス共通編】 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

資料２ 平成２７年度介護報酬改定の概要（案） ● △ ● ● ● ● △ △ ● ● ●

資料３
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準（平成２７年４月施行分）

● △ ●

介護療養型医療施設
×

短期入所療養介護
●

●

介護老人保健施設
×

短期入所療養介護
●

△ △

介護老人福祉施設
×

短期入所生活介護
●

● △

資料４
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に
関する基準（平成２７年４月施行分）

× × × × × × × × × × ●

資料５
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に
関する基準（平成２７年４月施行分）

× × ×

介護療養型医療施設
●

短期入所療養介護
×

×

介護老人保健施設
●

短期入所療養介護
×

× ×

介護老人福祉施設
●

短期入所生活介護
×

× ×

資料６
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定
に関する基準（平成２７年４月施行分）

● △ ●

介護療養型医療施設
×

短期入所療養介護
●

●

介護老人保健施設
×

短期入所療養介護
●

△ △

介護老人福祉施設
×

短期入所生活介護
●

● △

資料７

介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第
八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定
めるところにより算定した費用の額（平成２７年４
月施行分）

● △ △

介護療養型医療施設
×

短期入所療養介護
△

●

介護老人保健施設
×

短期入所療養介護
△

× ×

介護老人福祉施設
×

短期入所生活介護
△

● △

資料８

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規
定する特定介護保険施設等における居住等に要
する平均的な費用の額及び施設の状況その他
の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の
額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に
規定する特定介護予防サービス事業者における
滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の
状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定
める費用の額（平成２７年４月施行分）

× × × ● × ● × × ● × ×

資料９

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規
定する居住費の負担限度額及び同法第六十一
条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担
限度額（平成２７年４月施行分）

× × × ● × ● × × ● × ×

資料１０

介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規
定する特定介護老人福祉施設における居住に要
する平均的な費用の額及び施設の状況その他
の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の
額（平成２７年４月施行分）

× × × × × × × × △ × ×

資料１１
介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規
定する居住費の特定負担限度額（平成２７年４月
施行分）

× × × × × × × × △ × ×

集団指導当日にプリントアウトして持参していただく資料一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分

　　資　料　名
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集団指導当日にプリントアウトして持参していただく資料一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分

　　資　料　名

資料１２
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準（平成２７年８月施行分）

× × × × × × × ×

介護老人福祉施設
×

短期入所生活介護
●

× △

資料１３
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に
関する基準（平成２７年８月施行分）

× × × × × × × ×

介護老人福祉施設
●

短期入所生活介護
×

× ×

資料１４
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定
に関する基準（平成２７年８月施行分）

× × × × × × × ×

介護老人福祉施設
×

短期入所生活介護
●

× △

資料１５

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規
定する特定介護保険施設等における居住等に要
する平均的な費用の額及び施設の状況その他
の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の
額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に
規定する特定介護予防サービス事業者における
滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の
状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定
める費用の額（平成２７年８月施行分）

× × × △ × △ × × ● × ×

資料１６

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規
定する居住費の負担限度額及び同法第六十一
条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担
限度額（平成２７年８月施行分）

× × × △ × △ × × ● × ×

資料１７

介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規
定する特定介護老人福祉施設における居住に要
する平均的な費用の額及び施設の状況その他
の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の
額（平成２７年８月施行分）

× × × × × × × × △ × ×

資料１８
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス
等に関する基準について

● △ ●

介護療養型医療施設
×

短期入所療養介護
△

●

介護老人保健施設
×

短期入所療養介護
●

△ △

介護老人福祉施設
×

短期入所生活介護
●

● △

資料１９
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に
関する基準について

× × × × × × × × × × ●

資料２０
指定介護老人福祉施設の人員、施設及び設備
並びに運営に関する基準について

× × × × × × × ×

介護老人福祉施設
●

短期入所生活介護
×

× ×

資料２１
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

× × × × ×

介護老人保健施設
●

短期入所療養介護
×

× × × × ×

資料２２

健康保険法等の一部を改正する法律附則第百
三十条の二第一項の規定によりなおその効力を
有するものとされた指定介護療養型医療施設の
人員、設備及び運営に関する基準について

× × ×

介護療養型医療施設
●

短期入所療養介護
×

× × × × × × ×
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　　資　料　名

資料２３
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基
準について

× × × × × × × ×

介護老人福祉施設
●

短期入所生活介護
×

× ×

資料２４

指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び
深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供す
る場合の事業の人員、設備及び運営に関する指
針について

× × × × × × × △ × × ×

資料２５
特定施設入居者生活介護事業者が受領する介
護保険の給付対象外の介護サービス費用につい
て

× × ● × × × × × × × ×

資料２６

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指
導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅
介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
の制定に伴う実施上の留意事項について

● △ × × ● × ● ● × ● ●

資料２７

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準（短期入所サービス及び特定施設入居
者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス
等に要する費用の額の算定に関する基準の制定
に伴う実施上の留意事項について

× × ● ● × ● × × ● × △

資料２８
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定
に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて

● △ ●

介護療養型医療施設
×

短期入所療養介護
△

●

介護老人保健施設
×

短期入所療養介護
●

● ●

介護老人福祉施設
×

短期入所生活介護
●

● △

資料２９
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改
修の取扱いについて

× ● × × × × × × × × △

資料３０ 複数の福祉用具を貸与する場合の運用について × ● × × × × × × × × △

資料３１
栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関
する事務処理手順例及び様式例の提示について

× × × ● × ● × × ● × ×

資料３２ 正誤表 × × ● × × × × × × × ×

資料３３ 平成２６年度　訪問介護　集団指導資料 × × × × × ×

訪問介護
●

訪問入浴介護
×

× × × ×

資料３４ 平成２６年度　訪問入浴介護　集団指導資料 × × × × × ×

訪問介護
×

訪問入浴介護
●

× × × ×

資料３５ 平成２６年度　通所介護　集団指導資料 × × × × × × × ● × × ×
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分

　　資　料　名

資料３６
平成２６年度　通所リハビリテーション、介護予防
通所リハビリテーション　集団指導資料

× × × × ● × × × × × ×

資料３７
平成２６年度　特定施設入居者生活介護（介護予
防含む）　集団指導資料

× × ● × × × × × × × ×

資料３８
平成２６年度　（介護予防）福祉用具貸与、特定
（介護予防）福祉用具販売　集団指導資料

× ● × × × × × × × × ×

資料３９ 　　　　　　　　　〃　　　　　資料編 × △ × × × × × × × × ×

資料４０ 平成２６年度　居宅介護支援　集団指導資料 × × × × × × × × × × ●

資料４１
平成２６年度　集団指導資料　介護老人福祉施
設、（介護予防）短期入所生活介護

× × × × × × × × ● × ×

資料４２
平成２６年度集団資料資料　介護老人保健施設
（（介護予防）短期入所療養介護を含む。）

× × × × × ● × × × × ×

資料４３
平成２６年度　介護療養型医療施設、短期入所
療養介護・介護予防短期入所療養介護　集団指
導資料

× × × ● × × × × × × ×

資料４４
介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業
の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

△ △ △ × △ △ △ △

介護老人福祉施設
×

短期入所生活介護
△

△ △

資料４５
介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人
員、設備及び運営の基準等を定める条例

× × × × × × × ×

介護老人福祉施設
△

短期入所生活介護
×

× ×

資料４６
介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、
施設及び設備並びに運営の基準を定める条例

× × × × ×

介護老人保健施設
△

短期入所療養介護
×

× × × × ×

資料４７

介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の
事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支
援の方法の基準等を定める条例

△ △ △ × △

介護老人保健施設
×

短期入所療養介護
△

△ △

介護老人福祉施設
×

短期入所生活介護
△

△ △

資料４８
介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業
の人員及び運営の基準等を定める条例

× × × × × × × × × × △

資料４９
岡山県介護老人福祉施設等入所指針の一部改
正について

× × × × × × × × ● × △


